
※１認定を受けるためには着工前に認定申請する必要があります。申請後は認定前であっても着工が可能ですが、
　　 申請した計画が認定基準に適合しなければ、認定通知書を交付できません。その際、着工後に再度申請する
　　 ことはできません。
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